
クラス委員に関する規則 

 

制  定 昭和４３年５月１７日 

最近改正 平成１６年４月 １ 日 

 

第１条 学科主任及び学級担任教員の指導の下に学級に関する諸事項を処理するためクラス

委員を置く。 

第２条 クラス委員は、委員長１名、美化委員１名、記録委員１名、計３名とする。 

第３条 クラス委員は、前、後各学期ごとに学級全員の互選によって選出し、校長が任命する。 

第４条 クラス委員の処理する事項は、次のとおりとする。 

一 授業担当教員との連絡 

二 欠席又は欠課の学生の調査及び報告 

三 諸指示の伝達 

四 教室内の整頓と清潔保持 

五 学級行事の計画と運営 

六 その他学級に関する必要事項 

   附 則 

 この規則は、昭和４３年５月１７日から施行し、昭和４３年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規則は、平成５年４月１日から施行する。 
附 則 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 


